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規約型企業年⾦の⾒直しに係る
規約変更不承認処分の取消しを求める訴訟の
東京地⽅裁判所判決に対する控訴について

 ⽇本電信電話株式会社（ＮＴＴ）を始めとするＮＴＴグループ規約型企業年
⾦制度実施会社６７社は、ＮＴＴグループ規約型企業年⾦の⾒直しに係る規約
変更の不承認処分の取消しを求める⾏政訴訟において、平成１９年１０⽉１９
⽇東京地⽅裁判所で当社敗訴の判決を受けましたが、東京地⽅裁判所の判決に
は、法令の解釈適⽤に誤りがあると考えられることから、本⽇、東京⾼等裁判
所に控訴いたしました。
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